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日
本
国
憲
法
は
、
個
人
の
尊
重
と
法
の
下
の
平
等
を
う
た
っ

て
い
る
。
ま
た
、
国
際
連
合
は
、
女
子
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
形

態
の
差
別
の
撤
廃
に
関
す
る
条
約
を
昭
和
54
年
第
34
回
国
連
総

会
に
お
い
て
採
択
し
、
現
在
に
至
る
ま
で
、
積
極
的
に
各
国
に

対
し
取
組
を
促
し
て
き
た
。
こ
う
し
た
動
き
を
受
け
て
、
国
内

に
お
い
て
は
、
平
成
11
年
に
男
女
共
同
参
画
社
会
基
本
法
を
制

定
し
、
ま
た
、
そ
の
後
、
雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等

な
機
会
及
び
待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
な
ど
、
関
連
す
る

法
制
度
の
整
備
も
進
め
ら
れ
て
い
る
。
台
東
区
で
は
、
平
成
12

年
に
男
女
平
等
推
進
行
動
計
画
は
ば
た
き
プ
ラ
ン
21
を
策
定
し
、

総
合
的
か
つ
計
画
的
に
施
策
を
進
め
て
き
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
今
な
お
、
性
別
に
よ
る
固
定
的
な
役
割
分

担
の
意
識
や
そ
れ
に
基
づ
く
社
会
的
慣
行
等
多
く
の
課
題
が
残

さ
れ
て
い
る
。

　
少
子
高
齢
化
や
情
報
化
の
急
速
な
進
展
、
人
々
の
ラ
イ
フ
ス

タ
イ
ル
や
価
値
観
の
多
様
化
等
社
会
情
勢
が
変
化
す
る
中
、
互

い
の
違
い
や
多
様
な
生
き
方
を
尊
重
す
る
社
会
を
次
世
代
に
つ

な
ぐ
た
め
に
、
す
べ
て
の
人
々
が
性
別
や
年
齢
に
か
か
わ
り
な

く
、
喜
び
と
責
任
を
分
か
ち
合
い
、
誰
も
が
自
分
ら
し
く
生
き

る
た
め
の
男
女
平
等
社
会
の
実
現
を
目
指
し
て
、
こ
の
条
例
を

制
定
す
る
。

　
　
　
第
１
章
　
総
則

　（
目
的
）

第
１
条
　
こ
の
条
例
は
、
男
女
平
等
の
推
進
に
つ
い
て
、
基
本

理
念
を
定
め
、
東
京
都
台
東
区
（
以
下
「
区
」
と
い
う
。）、

区
民
及
び
事
業
者
の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
区

の
施
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
男
女

平
等
の
促
進
に
関
す
る
施
策
（
積
極
的
改
善
措
置
を
含
む
。）

を
総
合
的
、
継
続
的
か
つ
効
果
的
に
推
進
し
、
す
べ
て
の
区

民
が
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
い
て
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
捉
わ
れ
ず
、

自
立
し
た
個
人
と
し
て
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
る
男
女
平
等
社

会
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　（
用
語
の
定
義
）

第
２
条
　
こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の

意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
⑴
　
男
女
平
等
社
会
　
男
女
が
、
自
ら
の
尊
厳
を
保
ち
、
そ

の
個
性
と
能
力
を
発
揮
し
、
性
別
に
か
か
わ
り
な
く
個
人

と
し
て
尊
重
さ
れ
、
対
等
な
立
場
で
あ
ら
ゆ
る
活
動
に
参

画
し
、
責
任
を
分
か
ち
合
う
社
会
を
い
う
。

　
⑵
　
男
女
　
年
齢
に
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
の
生
物
学
的
又

は
心
理
的
性
別
（
性
自
認
及
び
性
的
指
向
を
含
む
。）
の
者

を
い
う
。

　
⑶
　
区
民
　
区
内
に
居
住
し
、
勤
務
し
、
又
は
在
学
す
る
者

を
い
う
。

　
⑷
　
事
業
者
　
区
内
に
お
い
て
事
業
活
動
を
行
う
法
人
そ
の

他
の
団
体
又
は
個
人
を
い
う
。

　
⑸
　
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
　
他
の
者
を
不
快
若

し
く
は
不
安
に
さ
せ
る
性
的
な
言
動
に
よ
り
個
人
及
び
周

囲
の
生
活
環
境
を
害
す
る
こ
と
又
は
性
的
な
言
動
に
対
す

る
個
人
の
対
応
に
起
因
し
て
、
当
該
個
人
に
不
利
益
を
与

え
る
こ
と
を
い
う
。

　
⑹
　
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
　
配
偶
者
か
ら
の

暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
13
年
法
律
第
31
号
）
第
１
条
第
１
項
に
規
定
す
る
配
偶

者
か
ら
の
暴
力
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す

る
法
律
（
平
成
12
年
法
律
第
81
号
）
第
２
条
第
１
項
に
規

定
す
る
つ
き
ま
と
い
等
又
は
交
際
相
手
か
ら
の
身
体
的
な

暴
力
、
精
神
的
な
暴
力
若
し
く
は
性
的
な
暴
力
を
い
う
。

　
⑺
　
積
極
的
改
善
措
置
　
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
け
る

活
動
に
参
画
す
る
機
会
に
つ
い
て
、
性
別
に
よ
る
格
差
が

生
じ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
場
合
に
、
そ
の
格
差
を
改
善
す

る
た
め
に
、
必
要
な
範
囲
に
お
い
て
、
当
該
機
会
を
積
極

的
に
提
供
す
る
こ
と
を
い
う
。

　
⑻
　
ジ
ェ
ン
ダ
ー
　
生
物
学
的
な
性
差
と
は
異
な
る
社
会
的

又
は
文
化
的
に
形
成
さ
れ
た
性
差
を
い
う
。

　
⑼
　
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
　
メ
デ
ィ
ア
が
伝
え
る
様
々

な
情
報
を
主
体
的
に
取
捨
選
択
し
、
客
観
的
に
活
用
す
る

能
力
及
び
メ
デ
ィ
ア
を
適
切
に
選
択
し
て
発
信
す
る
能
力

を
い
う
。

　（
基
本
理
念
）

第
３
条
　
区
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
基
本
と
し
て
、
男
女
平

等
を
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。

　
⑴
　
男
女
が
、
性
別
に
よ
る
固
定
的
な
役
割
分
担
の
意
識
に

捉
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
個
性
と
能
力
を
十
分
に
発
揮

し
、
自
ら
の
意
思
と
責
任
に
よ
り
多
様
な
生
き
方
を
選
択

で
き
る
こ
と
。

　
⑵
　
男
女
が
、
性
別
に
か
か
わ
り
な
く
社
会
の
対
等
な
構
成

員
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
け
る
活
動
方
針
の
立
案

及
び
決
定
に
参
画
す
る
機
会
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
。

　
⑶
　
男
女
が
、
性
別
に
か
か
わ
り
な
く
個
人
と
し
て
尊
重
さ

れ
、
性
別
に
よ
る
差
別
的
な
取
扱
い
や
暴
力
を
根
絶
す
る

こ
と
。

　
⑷
　
男
女
が
、
相
互
の
協
力
と
社
会
の
支
援
の
下
に
、
家
庭
、

地
域
及
び
職
場
に
お
け
る
活
動
の
調
和
の
と
れ
た
生
活
を

営
む
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

　
⑸
　
男
女
が
、
互
い
の
性
を
理
解
し
、
尊
重
し
合
い
、
性
と

生
殖
に
関
す
る
健
康
と
理
解
を
認
め
合
い
、
共
に
健
康
な

る
性
別
に
起
因
す
る
人
権
侵
害
又
は
固
定
的
な
役
割
分
担
の

意
識
を
助
長
し
、
又
は
是
認
さ
せ
る
表
現
を
用
い
な
い
よ
う

配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
第
２
章
　
基
本
的
施
策

　（
計
画
の
策
定
）

第
８
条
　
区
は
、
男
女
平
等
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計

画
的
に
推
進
す
る
た
め
の
基
本
的
な
計
画（
以
下「
推
進
計
画
」

と
い
う
。）
を
策
定
し
、
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
推
進
計
画
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
第
14
条

第
１
項
に
規
定
す
る
「
は
ば
た
き
プ
ラ
ン
21
」
推
進
会
議
の

意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。

３
　
区
は
、
推
進
計
画
に
基
づ
く
男
女
平
等
に
関
す
る
施
策
の

実
施
状
況
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

　（
広
報
及
び
啓
発
並
び
に
教
育
に
対
す
る
支
援
）

第
９
条
　
区
は
、
区
民
及
び
事
業
者
が
男
女
平
等
の
推
進
に
関

し
理
解
を
深
め
る
よ
う
、
広
報
及
び
啓
発
を
行
う
も
の
と
す

る
。

２
　
区
は
、
学
校
教
育
、
生
涯
学
習
そ
の
他
の
あ
ら
ゆ
る
教
育

の
場
に
お
い
て
、
男
女
平
等
社
会
を
支
え
る
意
識
の
形
成
に

向
け
た
取
組
に
対
す
る
必
要
な
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
メ

デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
の
育
成
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３
　
第
１
項
に
規
定
す
る
広
報
及
び
啓
発
並
び
に
前
項
に
規
定

す
る
支
援
を
行
う
た
め
、
区
は
、
必
要
な
調
査
研
究
並
び
に

情
報
の
収
集
及
び
提
供
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

　（
家
庭
と
社
会
活
動
の
調
和
）

第
10
条
　
区
は
、
区
民
が
性
別
に
か
か
わ
り
な
く
、
家
庭
、
地

域
及
び
職
場
に
お
け
る
活
動
の
調
和
の
と
れ
た
生
活
を
営
み

な
が
ら
、
多
様
な
生
き
方
を
選
択
し
、
実
現
で
き
る
よ
う
努

め
る
も
の
と
す
る
。

　（
雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
平
等
の
推
進
）

第
11
条
　
区
は
、
雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
平
等
を
推
進
す

る
た
め
、
事
業
者
に
対
し
、
情
報
の
提
供
そ
の
他
必
要
な
支

援
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

　（
災
害
対
応
に
お
け
る
配
慮
）

第
12
条
　
区
は
、
災
害
等
へ
の
対
応
（
災
害
等
の
発
生
に
備
え

生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

　
⑹
　
学
校
教
育
、
生
涯
学
習
そ
の
他
の
あ
ら
ゆ
る
教
育
の
場

に
お
い
て
、
男
女
平
等
社
会
を
支
え
る
意
識
の
形
成
に
向

け
た
取
組
が
行
わ
れ
る
こ
と
。

　
⑺
　
国
際
社
会
及
び
国
内
に
お
け
る
男
女
平
等
の
推
進
に
係

る
取
組
を
積
極
的
に
理
解
す
る
こ
と
。

　（
区
の
責
務
）

第
４
条
　
区
は
、
前
条
に
規
定
す
る
基
本
理
念
に
基
づ
き
、
男

女
平
等
施
策
の
総
合
的
か
つ
効
果
的
な
推
進
を
図
る
た
め
に

必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

２
　
区
は
、男
女
平
等
を
推
進
す
る
に
当
た
り
、区
民
、事
業
者
、

国
及
び
他
の
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
関
係
機
関
等
と
連
携
し
、

及
び
協
力
す
る
も
の
と
し
、
区
民
、
事
業
者
、
地
域
団
体
等

に
よ
る
活
動
の
支
援
、
相
談
、
情
報
収
集
、
情
報
提
供
そ
の

他
の
男
女
平
等
施
策
の
推
進
を
積
極
的
に
行
う
も
の
と
す
る
。

　（
区
民
の
責
務
）

第
５
条
　
区
民
は
、
男
女
平
等
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
家
庭
、

学
校
、
職
場
、
地
域
等
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
活
動
に
お

い
て
男
女
平
等
を
推
進
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２
　
区
民
は
、
区
が
実
施
す
る
男
女
平
等
を
推
進
す
る
施
策
に

協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

　（
事
業
者
の
責
務
）

第
６
条
　
事
業
者
は
、
男
女
平
等
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
そ

の
事
業
活
動
に
お
い
て
男
女
平
等
を
推
進
し
、
男
女
が
家
庭
、

地
域
及
び
職
場
に
お
け
る
活
動
の
調
和
の
と
れ
た
生
活
を
営

む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２
　
事
業
者
は
、
区
が
実
施
す
る
男
女
平
等
を
推
進
す
る
施
策

に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

　（
禁
止
事
項
等
）

第
７
条
　
何
人
も
、
家
庭
、
学
校
、
職
場
、
地
域
等
に
お
い
て
、

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ

イ
オ
レ
ン
ス
、
性
的
虐
待
、
性
別
（
性
自
認
及
び
性
的
指
向

を
含
む
。）
に
起
因
す
る
差
別
的
な
取
扱
い
そ
の
他
の
性
別
に

起
因
す
る
人
権
侵
害
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
何
人
も
、
情
報
の
流
通
に
当
た
っ
て
は
、
前
項
に
規
定
す

る
対
策
を
含
む
。）
に
お
い
て
は
、
男
女
の
視
点
に
配
慮
す
る

も
の
と
す
る
。

　（
拠
点
施
設
）

第
13
条
　
区
は
、
東
京
都
台
東
区
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
条
例（
平

成
13
年
６
月
台
東
区
条
例
第
55
号
）
第
２
条
に
規
定
す
る
東

京
都
台
東
区
立
男
女
平
等
推
進
プ
ラ
ザ
を
男
女
平
等
に
関
す

る
施
策
を
推
進
す
る
た
め
の
拠
点
施
設
と
す
る
。

　
　
　
第
３
章
　「
は
ば
た
き
プ
ラ
ン
21
」
推
進
会
議
等

　（
推
進
会
議
）

第
14
条
　
区
は
、「
は
ば
た
き
プ
ラ
ン
21
」
推
進
会
議
（
以
下
「
推

進
会
議
」
と
い
う
。）
を
設
置
す
る
。

２
　
推
進
会
議
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
協
議
し
、
そ

の
結
果
を
東
京
都
台
東
区
長
（
以
下
「
区
長
」
と
い
う
。）
に

報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

　
⑴
　
区
に
お
け
る
男
女
平
等
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑵
　
推
進
計
画
の
進
捗
状
況
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑶
　
そ
の
他
男
女
平
等
を
推
進
す
る
施
策
に
関
し
区
長
が
必

要
と
認
め
る
事
項
。

　（
苦
情
申
立
て
）

第
15
条
　
区
民
及
び
事
業
者
は
、
区
に
対
し
、
区
が
関
与
す
る

男
女
平
等
に
関
す
る
施
策
に
係
る
苦
情
を
申
し
立
て
る
こ
と

が
で
き
る
。

２
　
区
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
苦
情
の
申
立
て
が
あ
っ
た
場

合
は
、
必
要
に
応
じ
推
進
会
議
の
意
見
を
聴
い
て
、
処
理
す

る
も
の
と
す
る
。

３
　
区
は
、
第
１
項
に
規
定
す
る
苦
情
の
処
理
に
当
た
っ
て
は
、

当
該
苦
情
を
申
し
立
て
た
者
に
係
る
情
報
を
保
護
す
る
と
と

も
に
、
公
平
か
つ
適
切
に
行
う
も
の
と
す
る
。

　
　
　
第
４
章
　
雑
則

　（
委
任
）

第
16
条
　
こ
の
条
例
の
施
行
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
区
長

が
定
め
る
。

　
　
　
付
　
則

　
こ
の
条
例
は
、
平
成
27
年
１
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

台
東
区
男
女
平
等
推
進
基
本
条
例
（
全
文
）




